
　

夫
婦
や
恋
人
な
ど
、
親
密
な
間
柄

（
過
去
に
あ
っ
た
関
係
も
含
む
）
で
行

わ
れ
る
暴
力
を
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
と
い
い
ま
す
。
被
害
者
の

多
く
は
女
性
で
す
。
Ｄ
Ｖ
に
は
、
殴

る
、
蹴
る
と
い
っ
た
身
体
的
な
暴
力
だ

け
で
な
く
、
無
視
す
る
、
人
格
を
拒
否

す
る
よ
う
な
暴
言
を
吐
く
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
が
あ
り
ま
す
。
多
く
は
何
種

類
か
の
暴
力
が
重
な
っ
て
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
暴
力
は
外
部
か
ら
の
発
見
が
困

難
な
家
庭
内
（
密
室
）
で
行
わ
れ
る
た

め
潜
在
化
し
や
す
く
、
加
害
者
は
罪
の

意
識
が
薄
い
と
い
う
傾
向
に
あ
り
、
周

囲
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
、
被
害
が
深
刻
化
し
や
す
い
と
い

う
特
性
が
あ
る
の
で
す
。

□
身
体
的
暴
力
（
殴
る
、
蹴
る
、
突
き

飛
ば
す
、
物
を
投
げ
つ
け
る
、
髪
を
引

っ
ぱ
る
等
）

□
精
神
的
暴
力
（
ど
な
る
、
交
友
関
係

を
細
か
く
監
視
す
る
、
大
切
に
し
て
い

る
物
を
壊
す
等
）

□
経
済
的
暴
力
（
生
活
費
を
渡
さ
な
い
、

収
入
を
取
り
上
げ
る
、
仕
事
を
無
理
や

り
や
め
さ
せ
る
等
）

□
性
的
暴
力
（
意
に
反
す
る
性
行
為
の

強
要
。
見
た
く
な
い
ポ
ル
ノ
ビ
デ
オ
や

雑
誌
を
見
せ
る
等
）

　

こ
れ
ま
で
Ｄ
Ｖ
は
、
た
だ
の
夫
婦
ゲ

ン
カ
、
個
人
的
な
こ
と
と
し
て
見
過
ご

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
暴
力
が

ふ
る
わ
れ
る
背
景
に
は
、
固
定
的
な
性

別
役
割
分
担
意
識
、
所
有
意
識
な
ど
女

性
の
人
権
が
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
実
態

が
あ
り
ま
す
。
男
性
優
位
と
女
性
差
別

の
社
会
構
造
が
暴
力
を
許
す
環
境
を
作

っ
て
き
た
と
も
い
え
る
の
で
す
。

　

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
や
薬
物
依
存
の

せ
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
実
際
に
は
特
定
の
タ
イ
プ
は
あ
り

ま
せ
ん
。
年
齢
や
職
業
、
収
入
も
い
ろ

い
ろ
で
、
職
場
や
地
域
で
は
穏
や
か
で

ま
じ
め
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
人
が
、
実

は
家
庭
で
暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

身
体
的
な
暴
力
に
よ
り
、
ケ
ガ
や
傷

を
負
い
入
院
に
い
た
る
場
合
や
、
精
神

的
な
暴
力
に
よ
り
、
不
眠
、
頭
痛
等
の

症
状
や
、
さ
ら
に
は
う
つ
症
状
、
絶
望

感
、
自
殺
願
望
な
ど
日
常
生
活
に
支
障

を
き
た
す
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
は
暴
力
を
目
の
当
た
り
に
す

る
こ
と
に
よ
り
、
心
が
深
く
傷
つ
き
、

情
緒
不
安
定
、
う
つ
、
無
感
動
、
と
い

っ
た
症
状
が
表
れ
る
だ
け
で
な
く
、
不

登
校
、
成
績
低
下
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
暴
力
を
問
題
解
決
の
手
段
と

し
て
覚
え
、
将
来
の
人
間
関
係
が
上
手

く
築
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
も
否

め
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
目
の
前
で
配
偶

者
に
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
は
『
児
童
虐

待
』
に
あ
た
り
ま
す
。

（
児
童
虐
待
防
止
法
第
２
条
の
４
）

　

「
私
さ
え
我
慢
す
れ
ば
済
む
」
「
自

分
に
も
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
な
ど
と

思
い
が
ち
で
す
が
、
あ
な
た
は
悪
く
あ

り
ま
せ
ん
。
暴
力
を
ふ
る
う
相
手
に
非

が
あ
り
ま
す
。
つ
ら
い
毎
日
の
中
で
心

身
と
も
に
傷
つ
き
、
孤
独
感
、
無
気
力

感
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
耐
え
難
い
今
の
状
況
を
変
え
る
た

め
、
ま
た
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め

に
も
、
勇
気
を
出
し
て
相
談
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

　

Ｄ
Ｖ
に
よ
る
身
体
や
心
の
傷
は
、
被

害
者
本
人
か
ら
は
言
い
出
し
に
く
い
も

の
で
す
。
Ｄ
Ｖ
で
は
な
い
か
と
感
じ
た

ら
そ
っ
と
手
を
差
し
伸
べ
、
相
談
窓
口

が
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。
専
門

の
相
談
機
関
や
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
の
正
確

な
情
報
提
供
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
大

き
な
力
に
な
り
ま
す
。

※ 

『
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
』
で

は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
て

い
る
者
を
発
見
し
た
場
合
、
そ
の
旨

を
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
（
配
偶
者
暴

力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）
又
は
警
察

官
に
通
報
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

◎
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
Ｄ
Ｖ
相
談
室

（
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）
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配
偶
者
暴
力
防
止
法
が
平
成
20
年
１

月
11
日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

　

保
護
命
令
制
度
の
拡
充
、
市
町
村
に

対
す
る
基
本
計
画
策
定
の
努
力
義
務
等

を
定
め
た
、
配
偶
者
暴
力
防
止
法
の
一

部
改
正
法
が
、
平
成
19
年
通
常
国
会
で

成
立
し
、
７
月
11
日
に
公
布
さ
れ
ま
し

た
。

○
改
正
の
主
な
内
容

　

保
護
命
令
制
度
の
拡
充

　
　

１ 

生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
脅
迫

を
受
け
た
被
害
者
に
係
る
保
護

命
令

　
　

２
電
話
等
を
禁
止
す
る
保
護
命
令

　
　
　

面
会
の
要
求

　
　
　

 

行
動
の
監
視
に
関
す
る
事
項

を
告
げ
る
こ
と
等

　
　
　

著
し
く
粗
野
・
乱
暴
な
言
動

　
　
　

 

無
言
電
話
、
連
続
し
て
の
電

話
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
電
子

メ
ー
ル
（
緊
急
や
む
を
得
な

い
場
合
を
除
く
。
）

　
　
　

 

夜
間
（
午
後
10
時
〜
午
前
６

時
）
の
電
話
・
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
・
電
子
メ
ー
ル
（
緊
急
や

む
を
得
な
い
場
合
を
除
く
。
）

　
　
　

 

汚
物
・
動
物
の
死
体
等
の
著

し
く
不
快
又
は
嫌
悪
の
情
を

催
さ
せ
る
物
の
送
付
等

　
　
　

 

名
誉
を
害
す
る
事
項
を
告
げ

る
こ
と
等

　
　
　

 

性
的
羞
恥
心
を
害
す
る
事
項

を
告
げ
る
こ
と
等
又
は
性
的

羞
恥
心
を
害
す
る
文
書
・
図

画
の
送
付
等

　
　

３ 

被
害
者
の
親
族
等
へ
の
接
近
禁

止
命
令

　

 

市
町
村
基
本
計
画
の
策
定
の
努
力

義
務

　

 

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

に
関
す
る
改
正

　
　

１ 

市
町
村
に
よ
る
配
偶
者
暴
力
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
の
努
力

義
務

　
　

２ 

被
害
者
の
緊
急
時
に
お
け
る
安

全
の
確
保
を
配
偶
者
暴
力
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
と
し
て

明
記

　

 

裁
判
所
か
ら
配
偶
者
暴
力
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
へ
の
保
護
命
令
発
令

の
通
知

詳
し
く
は
、
埼
玉
県
総
務
部
男
女
共
同

参
画
課
窓
口
（

０
４
８

８
３
０

２
９
２
５
）
ま
で
。

内
閣
府
で
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害

者
支
援
情
報
サ
イ
ト
（h

ttp
://w

w
w
.

g
en
d
er.g
o.jp
/e-v
aw
/in
d
ex
.h
tm

）

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

女性相談     （秘密厳守・無料）
～ひとりで抱え込まず　ご相談ください～

－

配
偶
者
暴
力
防
止
法
の
改
正
に
つ
い
て

－

なくそう！DV（ドメスティック・バイオレンス）
気づこう！被害者の心の声

女性に対する暴力をなくす運動（ ／ ～ ／ ）

　配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ス

トーカー行為等は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成

していく上で克服すべき重要な課題です。この運動を機会に、人権の尊重について考え

てみましょう。

被
害
者
の
心
と
身
体 

社
会
的
背
景

暴
力
を
ふ
る
う
人

子
ど
も
へ
の
影
響

あ
な
た
の
身
近
で
Ｄ
Ｖ
が
起

き
て
い
た
ら

被
害
に
あ
わ
れ
て
い
た
ら

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
と
は
？

匿名でも
相談OK！

（ ）広 報 み よ し 広 報 み よ し（ ） 

女性に対する暴力根絶

のためのシンボルマーク

夫婦のこと　親子の問題　職場や学校等の人間関係

セクシャル・ハラスメント　自分の生き方　ＤＶなど

一緒に考え、問題解決のお手伝いをします。

女性の専門心理カウンセラーが相談に応じます。どんな

小さなことでも大丈夫です。匿名での予約や、電話での

相談も受け付けていますので、安心してご利用ください。

相談日／毎月第2・4金曜＜予約制＞

　午前11時～午後3時30分（一人50分間）

場　所／役場1階住民相談室

相談員／専門の心理カウンセラー

予約・問い合わせ：企画財政課　人権推進係

　 258－0019（内線417）


